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衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
対
す
る
省
庁
連
携
の
も
と
に
国
民
一
丸
と
な
っ
た
対
応
に
関

す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
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衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
対
す
る
省
庁
連
携
の
も
と
に
国
民
一
丸
と
な
っ
た
対
応

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
機
器
の
保
有
状
況
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
令
和
二
年
二
月

十
七
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
江
藤
農
林
水
産
大
臣
が
「
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
持
つ
機
関
・
・
・
た
し
か
全
国
で
九

十
カ
所
で
す
」
と
、
ま
た
、
萩
生
田
文
部
科
学
大
臣
が
「
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
が
可
能
な
機
器
を
有
す
る
大
学
は
一
定
数
ご
ざ
い
ま

す
」
と
答
弁
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
前
項
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
省
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
検
査
に
お
い
て
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
Ｐ
Ｃ

Ｒ
検
査
が
不
可
欠
と
の
立
場
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
検
査
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
リ
ア
ル
タ
イ
ム
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
」
以
外
の
方
法
で
「
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
」
を
行
う

こ
と
も
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 



 

２ 

 

 
 

令
和
二
年
二
月
十
七
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
が
、
「
農
水
省
等
も
含
め
て
、
こ
れ
は

ま
さ
に
政
府
一
丸
と
な
っ
て
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
体
制
の
強
化
を
今
図
っ
て
い
る
」
と
答
弁
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
御
指
摘
の

「
検
査
」
の
体
制
の
強
化
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
、
厚
生
労
働
省
を
中
心
に
、
農
林
水
産
省
等
も
含
め
た
関
係
省
庁
が
連

携
し
て
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
省
庁
間
の
連
携
」
に
つ
い
て
は
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
本
部
の
設
置
に
つ
い
て
」
（
令
和

二
年
一
月
三
十
日
閣
議
決
定
）
に
基
づ
き
、
全
閣
僚
か
ら
構
成
さ
れ
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
本
部
が
内
閣
に

設
置
さ
れ
て
お
り
、
同
本
部
に
お
い
て
決
定
し
た
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
基
本
方
針
」
（
令
和
二
年
二
月

二
十
五
日
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
本
部
決
定
）
に
お
い
て
は
、
「
国
や
地
方
自
治
体
、
医
療
関
係
者
、
事
業
者
、

そ
し
て
国
民
が
一
丸
と
な
っ
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
を
更
に
進
め
て
い
く
」
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
懸
念
し
て
病
院
へ
行
っ
た
者
に
対
し
て
、
補
助
金
の
交
付
」
の
意
味
す
る



 

３ 

 

と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
つ
い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

を
指
定
感
染
症
と
し
て
定
め
る
等
の
政
令
（
令
和
二
年
政
令
第
十
一
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
感
染
症
の
予
防
及
び

感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
実
施

さ
れ
る
検
査
に
要
す
る
費
用
は
、
国
及
び
都
道
府
県
（
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
を
含
む
。
）
が
負
担
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
被
用
者
保
険
の
被
保
険
者
に
つ
い
て
は
、
傷
病
手
当
金
の
支
給
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
そ
の
給
付
を
受
け
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
加
え
て
、
雇
用
調
整
助
成
金
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
は
、
今
般
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
を
受
け
た
事
業
所
の
状
況
を
踏
ま
え
、
全
業
種
を
対
象
に
、
生
産
量
要
件
等
の
特
例
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
、
さ

ら
に
、
令
和
二
年
三
月
四
日
に
厚
生
労
働
省
が
公
表
し
た
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
雇
用
調
整
助
成
金
の
特

例
措
置
の
拡
大
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
示
し
て
い
る
と
お
り
、
今
後
、
「
ク
ー
リ
ン
グ
期
間
の
撤
廃
」
及
び
「
被
保
険
者
期

間
要
件
の
撤
廃
」
を
行
う
と
と
も
に
、
「
自
治
体
が
緊
急
事
態
宣
言
を
発
出
し
て
活
動
の
自
粛
を
要
請
し
て
い
る
地
域
の
事

業
主
に
対
し
て
は
、
特
例
的
に
、
生
産
指
標
が
低
下
し
た
も
の
と
み
な
し
、
ま
た
正
規
・
非
正
規
を
問
わ
ず
対
象
と
し
た
上

で
、
助
成
率
を
引
上
げ
」
る
等
の
特
例
措
置
の
拡
大
を
行
う
予
定
で
あ
る
。 


